
おしらせ  農地を農地以外に使用する場合には許可が必要です
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記事の問合せは、総務課 82-1221・企画財政課 82-1254・税務課 82-1224・住民福祉課 82-1226・保健衛生課 82-1777

自衛隊からのお知らせ
【高等工科学校　推薦】

年　齢　男子で１７歳未満
受　付　１１月１日（金）～２９日（金）
試験日　１月５日（日）・６日（月）のいずれか１日

【高等工科学校　一般】
年　齢　男子で１７歳未満
受　付　１１月１日（金）～１月６日（月）
試験日　１月１８日（土）

【１２月自衛官候補生採用試験】
年　齢　１８歳以上３３歳未満
受　付　受付中～１１月２５日（月）
試験日　１２月１日（日）・２日（月）のいずれか１日

【進路・家族説明会】
日　時　１１月３０日（土）①午前１０時～正午
　　　　　　　　　　　　　②午後１時３０分～３時
場　所　熊谷地域事務所
※�自衛官候補生の受付は、年間を通じて行ってお
ります。

問合せ　自衛隊埼玉地方協力本部熊谷地域事務所
　　　　☎０４８－５２２－４８５５

１１月１日は「彩の国教育の日」
　県では、教育に関する理解を深めていただくた
め、１１月１日を「彩の国教育の日」、１１月１日
から７日までを「彩の国教育週間」としています。
　期間中は、県や市町村、学校、社会教育施設、各
種団体等で、学校公開や親子向け体験教室などの
事業を多数実施しています。ぜひ御参加ください。
詳しくは県ホームページを御覧ください。
問合せ　　教育委員会事務局　☎８２－１２３０
　　　　　埼玉県教育局生涯学習推進課
　　　　　　　　　☎０４８－８３０－６９７９

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です
　いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じ
ることがあります。いじめは重大な人権侵害であ
り、決して許されることではありません。
埼玉県は、１１月を「いじめ撲滅強調月間」に制
定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでい
ます。
　いじめを受けていたり、いじめに気が付いたり
したら一人で悩まず相談・通報してください。

相談窓口等
○よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター）

（毎日２４時間）
　・１８歳以下の子供用（無料）＃７
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または☎０１２０－８６－３１９２
　・保護者用☎０４８－５５６－０８７４
　・Ｅメール相談 soudan@spec.ed.jp
　・ＦＡＸ相談０１２０－８１－３１９２
　※�Ｅメール、ＦＡＸ相談の受信確認及び返信は、平日の９時から 17 時

の時間帯に行っています。

○いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会）
　小・中・高校生の「いじめ」に関する通報
　https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html
　※�この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、

相談に対する返信は行いません。
　※�通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送信したこと

がわからないように調査・対応します。

○埼玉県警察少年サポートセンター
　（月～土／午前８時３０分～午後５時１５分）

※日・祝日・年末年始を除く
　☎０４８－８６１－１１５２（少年用）
　☎０４８－８６５－４１５２（保護者用）
○子どもスマイルネット
　（毎日／午前１０時３０分～午後６時）

※祝日・年末年始を除く
　☎０４８－８２２－７００７
○社会福祉法人埼玉いのちの電話（毎日２４時間）
　☎０４８－６４５－４３４３
○特定非営利活動法人さいたまチャイルドライン
　（毎日／午後４時～９時）
　１８歳以下の子供専用（無料）

☎０１２０－９９－７７７７
○埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター）
　心の健康や悩みに関する相談
　（平日／午前９時～午後５時）

※土・日・祝日・年末年始を除く
　☎０４８－７２３－１４４７
○子どもの人権１１０番 （さいたま地方法務局）
　（平日／午前８時３０分～午後５時１５分）

※祝日・年末年始を除く
　☎０１２０－００７－１１０
　子どもの人権ＳＯＳ－ｅメール
　https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/0101.html

問合せ　　埼玉県県民生活部青少年課
　　　　　☎０４８－８３０－２９０７

乳幼児健康診査
日　時　１１月１９日（火）
　　　　午後１時～１時３０分受付
場　所　保健センター
対象者（生年月日）�　
３～４ヶ月児： ２０１９年　６月２５日～

２０１９年　８月１９日
６～７ヶ月児： ２０１９年　３月２５日～

２０１９年　５月１９日
９～ 10ヶ月児： ２０１８年１２月２５日～

２０１９年　２月１９日
１歳６ヵ月児： ２０１８年　３月２５日～

２０１８年　５月１９日
２歳６ヵ月児： ２０１７年　３月２５日～

２０１７年　５月１９日
３歳６ヵ月児： ２０１６年　３月２５日～

２０１６年　５月１９日
持ち物　�３～４ヶ月児、６～７ヶ月児、９～１０

ヶ月児：母子手帳、問診票、バスタオル
１歳６ヶ月児、２歳６ヶ月児、３歳６ヶ
月児：母子手帳、問診票、普段使ってい
る歯ブラシとコップ、バスタオル

※バスタオルは診察時に使います。
※前回受診できなかった方もお出かけください。
※対象者には個別通知いたします。
問合せ　保健センター　☎８２－１５５７
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